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第３次大崎市総合計画策定支援業務 仕様書

１ 委託する業務の名称

第３次大崎市総合計画策定支援業務

２ 委託する業務の目的

本業務は，第３次大崎市総合計画基本構想（計画期間：令和９年度から令和１８年度まで）及び

前期基本計画（計画期間：令和９年度から令和１３年度まで）を策定するに当たり，その支援を行

い，効果的に策定作業を進めることを目的に実施する。

３ 業務を委託する期間

契約締結の日（令和７年９月予定）から令和９年３月１７日までとする。

（令和７年度から令和８年度までの２か年の継続事業）

４ 履行場所

大崎市役所のほか市が指定する場所とする。

５ 委託する業務の内容

第３次大崎市総合計画基本構想（以下「基本構想」という。）及び前期基本計画の策定を効率的

に進めるため，おおむね，次の業務を行うものとする。

ただし，業務内容は，計画の策定に必要と思われる事項を示したものであり，詳細についてはプ

ロポーザルでの企画提案を踏まえて決定する。

また，第３次大崎市総合計画は，国の「地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き（令和

５年１２月版）」（以下「ガイドライン」という。）の内容に留意し，第２期宝の都（くに）・おおさ

き市地方創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）と一体化とした計画とする。

なお，各項目に記載のある実施時期及び実施期限は予定であり，事業者決定後にあらかじめ市と

調整した上でスケジュールを決定する。

（１）第３次総合計画（前期計画）の策定支援

令和７年度

基本構想・基本計画及び総合戦略（※国のガイドラインに十分留意すること）を一体化した計

画の骨子案を１０月までに作成し，現計画の評価・検証・課題，基礎調査の検討・実施及び分析

結果を踏まえ，他の計画との整合等を図りながら，施策体系等の検討及び構築を行い，計画の素

案（本文の文章案を含む）を３月までに作成する。

令和８年度

総合計画審議会等の意見や市民意識調査を踏まえ，計画素案に対し，専門的な視点からのアド

バイス，新たな視点での提案等に関する支援を行い，令和８年７月までに中間案を作成する。ま

た，会議資料等の作成支援，パブリックコメント・住民説明懇談会の結果反映支援等を行い，令

和８年１１月までに計画の最終案を作成する。
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（２）現計画の評価，検証，課題の整理

令和７年度

現況データ，市民意識調査及び行政評価等の結果並びに総合戦略で設定した指標の達成度などを

基に，第２次総合計画及び総合戦略の評価・検証を行い，課題を整理・分析し，前期基本計画の施

策ごとの目標設定，取組方針等の詳細について検討及び提案する。

（３）基礎調査の検討，実施及び分析

令和７年度

国，県の総合戦略を勘案し，これまでの地方創生の取組との関係を整理しながら，地域ビジョン

の再構築を含め，分析や考察を行う。また，市内中高生・大学生等若者世代，結婚・出産・子育て

世代，転入者・転出者，市の職員，各地域のまちづくり協議会等といった市民全体を対象に意識調

査を実施する。調査方法については，webの利用・インタビュー方式・ワークショップ（ファシリ

テーターは，市と協議の上，決定し，その謝金は受託者の負担とする），アンケート方式等，幅広

く意見を収集できるよう企画を提案する。さらに，集約した意見の整理，現状の課題把握等の分析，

とりまとめた意見への対応方針の提案を行う。なお，発注者が別途意見交換会等で集約した意見に

ついても分析や考察を行い，計画の内容に反映させていく。

①人口の現状分析

・人口動向分析

・将来人口の推計と分析

・人口の変化が地域の将来に与える影響の分析・考察

②人口の将来展望

・将来展望に必要な調査の分析

・目指すべき将来の方向

・人口の将来展望

③地域の課題抽出

・人口動態調査に基づく動向分析（将来見通し）と課題の抽出

・産業別就業状況、雇用状況分析（将来見通し）と課題の抽出

・社会インフラ整備の動向分析（将来見通し）と課題の抽出

・地域資源の評価及び抽出

・住民意識把握に基づく課題の抽出

・総合的な課題の整理

④意見集約

・市内中高生（タウンミーティング），大学生等若者世代

・結婚，出産，子育て世代

・転入者，転出者

・各まちづくり協議会（名称：まちづくりミーティング）

・市民全体

・市の職員 など



3

（４）市民意識調査の実施

令和７年度・令和８年度

本調査は，大崎市総合計画に示した施策ごとの「１０年後の望ましい姿」をもとに，市民意識の

経年変化を把握するため定期的に実施している調査（アンケート調査）であり，大崎市の取り組み

に対する市民ニーズの変化や重要度，満足度等を把握し，総合計画の進行管理に活用することを目

的とするもの。

・対象：無作為抽出した満１５歳以上の市民３,０００名。

・調査票の作成：調査項目については，①経年変化を確認するための令和５年度実施の市民意識

調査を基本とした設問，②現行計画の総括的な評価及び市民意識を把握するこ

とができる設問，③第３次総合計画に取り入れるべき新たな視点の参考として

活用することができる設問等を設定するものとし，調査票を作成する。

回答はWeb回答を可とするため，URLを二次元コード化し，調査票に掲載するも

のとすること。

・調査票の封入：調査票を３,０００部印刷し，調査票の封入及び宛名ラベルの貼り付けを行う

ものとする。また，送付用封筒（角形２号）及び返信用封筒（長形３号）の作

成，宛名ラベルの作成，調査票の送付も行うものとする。（郵送料は委託料に

含めること。）

・調査票の回収（郵送方式・Web方式）：郵送方式にかかる郵送料は委託料に含め，すべて料金後

納郵便とすること。また，返送先は事業者とすること。

・アンケートの集計分析：回収した調査票（Web方式を含める。）を集計，整理し，その結果をも

とに単純集計及び属性別（性別，年齢，職業，家族の人数，居住地区）

のクロス集計並びに分析等を行う。

・報告書の作成：集計・分析結果をもとに，行政サービスの点数化，満足度と重要度の関係，自

由回答に対する施策ごとの定性分析等を行い，報告書を作成する。

・実施時期：令和８年１月～５月頃とする（実施に向けた準備期間を含む）。

①令和８年１月・・・・・・・・・・設問設定

②令和８年２月・・・・・・・・・・郵送発送準備

③令和８年３月～４月上旬・・・・・調査実施期間（発送・調査・回収）

④令和８年４月中旬～５月上旬・・・調査結果の分析

（５）会議資料等の作成支援

令和７年度・令和８年度

総合計画策定委員会等，総合計画審議会，おおさき元気戦略推進委員会，住民説明懇談会等にか

かる資料作成を支援する。各会議では，その都度，最新の計画書の概要及び計画書案（それまでの

調査結果を反映した素案，中間案，最終案等）を提示して意見をいただくことになるため，会議開

催に合わせた進捗状況の取りまとめ資料を作成する。

・総合計画策定委員会

部長級職員で構成される委員会であり，開催回数は６回程度とする。

・総合計画審議会

学識経験者，関係行政機関の委員等で構成され，総合計画の策定について調査審議を行うも

の。開催回数は４回程度とする。



4

・おおさき元気戦略推進委員会

学識経験者，商工，観光，農業団体や県の職員等の委員で構成され，総合計画の策定（主に

総合戦略）について，意見を聴くもの。開催回数は３回程度とする。

（６）パブリックコメント，住民説明懇談会の結果反映支援

令和８年度

市民参画と協働の推進を図り，計画中間案への意見等を聴くほか，広く市民からまちづくりへの

意見やアイデア等を収集するため実施する，パブリックコメント，住民説明懇談会（７回程度・１

地域１回）の結果を反映させる。いずれも実施時期は令和８年８月頃とする。

（７）総合計画の編集デザイン

令和８年度

総合計画は市民が親しみやすい編集デザインとし，概要版についてはその完成版をもとに，市民

にわかりやすいデザインとする。

（８）大学等との連携

令和７年度

大崎市と連携協力に関する協定書を締結している宮城大学や市内の短期大学の学生がワークシ

ョップに参加していただく等，未来をリードする若い世代から意見収集する機会を創出し，柔軟な

意見・発想を計画の内容につなげていくもの。

（９）成果品の作成・提出

令和８年度

・総合計画（前期計画）カラー

・総合計画（概要版）カラー

・市民意識調査結果，分析結果 カラー

・上記の電子データ（Word，Excel等，編集が可能な汎用形式），印刷製本及びwebページ掲

載用のPDF形式（高圧縮及び低圧縮）の両方の形式で電子データを提供すること。また，

紙媒体一式でも提出すること。

・基礎調査結果，分析結果

・パブリックコメント資料

・各種会議等で作成した資料，議事録及び分析結果

・ その他，市からの求めにより業務遂行上作成した資料

６ 担当部署

大崎市市民協働推進部政策課（大崎市役所本庁舎３階）

住所 〒９８９－６１８８ 大崎市古川七日町１－１

電話 ０２２９－２３－２１２９（直通）

ＦＡＸ ０２２９－２３－２４２７

メール seisaku@city.osaki.miyagi.jp


